
短縮版 
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まえおき 
本日は、お忙しいところ 御出でいただきましてあ
りがとうございました。 

お話しする時間は2時間という短い時間ですので、
十分私の気持ちをお伝えすることは出来ません
ので、要点の要点だけになります。 

また、書いては、不足の壁に突き当たり、言いた
いことを増やしていますので、完成には至ってお
りません。 

本日のパワーポイントの完成版は、井戸川裁判
を支える会のホームページに、後日、載せますの
で時間をかけてお読みください。 
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国民の皆さんは、原発事故で 
約束されていた舞台を見ていません。 
従って、私は舞台に立っていません。 

 • 原発事故が起きたら、国、県、そして発電所所
在周辺の浪江町、双葉町、大熊町、富岡町と東
電並びに関係公共機関が準備されていた本舞
台に並び、事故の対応を演じなければならな
かった。 

• しかし、この本舞台を準備しなければならない
役目の原子力防災専門官たちが、任務を放棄
して逃げて、設営しなかった為に、妖怪達が「ウ
ソの舞台で演技」をしています。 
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皆さんは「違法な裏舞台」を見せられ
ているのです 

• 違法な裏舞台で行ったことは。 

１．一番被害が大きい町を事故対応から排除したこと。 

２．災害対策基本法と原災法を隠蔽したこと。 

３．防災訓練マニュアルを無いことにした。 

４．放射能の測定方法と数値を誤魔化した。 

５．今日まで続いているウソ情報の流布。 

• 違法な裏舞台の主演者は 

１．菅内閣と仲間たち。 

２．内閣府原子力被災者生活支援チーム。 

３．経済産業省。 
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これは法に基づいた表舞台 
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本当の表舞台の主役たち 
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この為に起きたこと 

〇被害者（債権者）を加害者（債務者）が、作文で
騙している。これは、詐欺・詐取事件。 

〇作文とは、被害が無いと偽装していること。 

〇誰が偽装しているのかは、東電及び経済産業
省と内閣府原子力被災者生活支援チームら。 

〇問診・触診しないで、被ばく被害を無いことに偽
装している。 

〇福島県内の子どもたちに放射能を食べさせてい
る。 

〇県民健康調査という法外な組織が、被ばく被害
を否定している。 
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もし反論がある方は、菅総理と 
谷垣自民党総裁との 
党首討論の動画を 
ご覧ください。 
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妨害されずに私が合同対策協議会に 
参席していたら 

第一：想定外とは言わせなかった。 

第二：避難訓練マニュアルに従い、合同対策協議
会で法に従い住民避難を優先させた。 

第三：菅直人の不当な介入をさせなかった。 

第四：緊急時環境放射線モニタリングの実測に基
づいた避難範囲、「1ミリシーベルト（年間）、時間

当たり０．１１３マイクロシーベルト以下」が確保で
きるところまで広げていた。 

第五：福島県にウソをつかせなかった。 
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私が合同対策協議会から 
排除されたために起きた被害 

第一：妖怪たちの登場と法外な作文・演出・実行。 

第二：SPEEDI情報の閉止。 

第三：権利侵害の実行犯→内閣府原子力被災者
生活支援チームの避難妨害が起きた。 

第四：被害の中心の発電所所在町との対話、情
報交換、発言、要求を止めた。 

第五：意図的で最悪な「汚い爆弾」を浴びせた。 

第六：発電所周辺住民を被ばくさせ、モルモット化。 

第七：双葉病院置き去り死亡事件が起きた。 
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想定外にさせたい思い 
１．中央防災会議が導き出した「長期評価」を国民と
共有せず、放置し、太平洋沿岸市町の住民を津波被
害に遭わせた責任の追及を免れるため。 

２．原子力規制主務省庁らが、2002年頃から原発所
有企業らと地震・津波問題を協議していたが、対策を
指示しなかった不作為を国民・被災者からの追及を
避けるため。 

３．福島県の津波避難計画は、貞観地震・津波を想
定しない高さを、沿岸市町に配布していた。新地町で
１．８ｍ、双葉町では３．８ｍの津波高さだったので、
東電はこれを見て、福島県と茨城県の津波想定が、
東電の計画津波より低かったと言うため。 
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もう一つの想定外を言う理由 
原発が壊れた直接の原因がある 
１．原子力安全委員会の所管の設計審査指針27
では、「全交流電源喪失」いわゆるSBO対策はしな
くても良いとしたことが電源喪失に至り、本件事故
に繋がった。 

２．原子力安全・保安院が2001年アメリカの航空
機テロ後、アメリカの規制庁のNRCが全ての原子
力発電所にテロ対策として実施させた「B.5.b」対
策を知りながら、日本国内の原発に実施させな
かった為に、東電の過酷な事故に至ったため。 

３．行政の怠慢を隠すための「想定外」としたい。 
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【はじめに】 

 なぜ、ここに「核テロ」と「妖怪たち」というテーマ
で、講演をしなければならないのか。そもそも、社
会秩序を守れと、公人には定められていながら、
原発行政の根幹である、核被害から国民をまもら
ないで、公務員倫理に反し、利権を守ろうとしてい
ることを見過ごすことができないためである。 

 原発事故は、発電所周辺を中心に、日本国内を
遥かに超えて世界中に「汚い爆弾」の攻撃をした。 

 そして、世界に一つしかない「双葉町」を壊し、住
めなくされ、住所不定・無職の境遇にされてしまっ
たことを「核テロ」事件と呼ぶことにしたのである。 
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まず本件は「傷害・詐欺」事件である 

• 事件とは、第一に、国民に対する「非知」である。 

• 次に「騙し」に続く。 

• そして「原発事故は無かった」ことに繋げて。 

• 「原子力産業の存続」に繋げている。 

その主体者たちは・・・内閣府原子力被災者生活
支援チームをいう 

  天文学的な時間と費用を伴う原発事
故の後始末は、原発で稼ぐ電気料金で
賄うしかないことで再稼働を誤導。 
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原発事故は「想定外」ではない 
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原発事故は「津波だけ」ではない！ 
この対策をやらなかったからだ 
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国内難民（避難者）の心理 

大事故や戦争のような極限に追い込まれると、「従
う」「あきらめる」の心理状態になります。 

この心理に追いこんだのは、違法行政組織の「妖怪
たち」（内閣府原子力被災者生活支援チーム）です。 

原発事故の被害者の多くは、阿鼻叫喚の環境が突
然襲ってきたので、信頼できるものは「金」だけになり、
心を人に開かなくなりました。 

我々被害者の多くは、猜疑心の塊になり、表情は
笑っていても、心の内は餓鬼になっています。 

この心を表に出すと、避難先の生活ができなくなるの
で、作り笑顔で「救世主」を待っています。 
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本件に抵触する刑法とは 

 

〇公務員職権濫用罪 （刑法第193条） 

   公務員が職権を濫用して、人に義務のないこ 

  とを行わせたり、権利の行使を妨害したりす 

  る罪。 

〇公務執行妨害罪 （刑法第95条） 

   公務員（双葉町長）の職務の執行を暴行 

  や脅迫で妨害する罪。 
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被ばくさせられる義務は存在しない 

• 放射線作業従事者は、防護措置をしている。 

• 今度の原発事故による被ばくは、事故情報の
不知により、事前通告も、何の防護措置もな
い状態で被ばくをさせられた傷害事件である。 

• しかも、１００ミリシーベルトとか20㍉シーベル
トという、ウソに従う義務を強制している。 

• 問題なのは、疑問を持たず、ウソでも聞いて
従う国民性にある。 

• 被ばく加害をウソで責任逃れをすることは犯
罪である。 
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国民の油断から生まれる汚職 

• 「長」は偉くない、法の下の義務しか執行できな
い。決して、民の上で君臨してはいけない。 

• 「長」は、「民意」の代行者であり、「王」ではない。 

• 議員は、「民」の代弁者であり、「献金」の代弁者
ではない。 

• 日本に「お上」は存在していない。 

• 公務員は国民の下で、法に従う義務がある。 

• 日本国には、奴隷制度は存在していない。 

• 憲法で「公正」「公平」の権利が保障されている。 

• 国民が最上位にいることを忘れてはいけない。 
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なぜ私が裁判を起こしたのか？ 

それは、公務員が法と秩序を崩壊し、国民にその責任を
転嫁していることを公衆に知らせるためである。 

１．法とは、国の責務を定めた災害対策基本法から始まり、
原災法・基本計画、公共団体の原子力災害対策計画等に
反していることで。（別紙１） 

２．秩序を崩壊したことは、原子力規制義務を放棄し、偽
装して国民・被災者を産み、地域と住民の生存権を侵し、
悪意で救済の義務を怠り、自助という我慢と事故対応の
負担をさせていることで。（別紙２） 

３．原子力災害対策マニュアル、防災訓練マニュアルを何
も実現させずに、発電所周辺自治体との約束を反故にし
たままで、悪しき歴史を作っていること。（別紙３） 
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別紙１ 法とは何を言うのか 

• 災害対策基本計画 
• 災害対策基本法 
• 原子力災害対策特別措置法 
• 電気事業法 
• 原子炉等規制法 
• 放射線障害防止法等 

 を遵守しないで、本当の被害を誤魔
化し、放置している。 
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別紙２ 双葉町の秩序を崩壊した図 
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私たちの被害とは その１ 

１．原子力防災訓練は毎年させられていた。 

２．事故が起きたら、防災訓練の通りやらない。 

３．法・シナリオは守られていない。 

４．事故対応の全ての会議に参加していない。 

５．事故後、何も合意・同意していない。 

６．「妖怪たち」が決めたことを 双葉町災害対
策本部では、全て機関決定していない。 

７．更に、町民を保護する前に保安院が逃げた。 

８．被害に我慢させられている。 
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前頁の３とは原災法第23条をいう 

やっていない 
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私たちの被害とは その2 
１．双葉町の全部の秩序の崩壊と分断。 

２．家庭の分断及び崩壊、家系の断絶。 

３．町民同志の心を閉ざさせた。 

４．核被害を20分の1に滅却させている。 

５．事故前の0.05μSv/ｈを超えた、被ばくを強制さ 

  れている。 

６．被害の量と時間を騙されている。 

７．東電がやるべき労務を町民がやっている。 

８．双葉町の自然は回復されない。 

９．いまや双葉町自身が加害者側にされている。 
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別紙３ マニュアルを葬ったことは 

• 原子力災害対策マニュアル 

• 福島県緊急時被ばく医療マニュアル 

• 原子力防災訓練マニュアル 

• 緊急放射線モニタリングマニュアル 

 「妖怪たち」は、「国民の生命、身体及び財産
を保護せよ」という定めを放棄し、規制義務の
有った官僚らと原子力産業及びこの利権に絡
む同族の専門家たちを守っている。   
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被災者たちは未だ呆然としている 

• 大勢の被災者たちは、自分の内心
を未だに語っていない。 

• 「賠償金を貰う」という受け身の姿勢
から抜け出せない。 

• 未だに、東電に嫌われないように、
自分の不満を抑えている。 

• 飼育されている動物のように、東電
の采配に従っている。 
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双葉町の損害を 
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原発事故を核テロと呼ぶ所以は 

  日本政府と東電は、事故防止対策を怠り
本件事故を招き、事故発生以降は情報の独
占と事実の隠ぺいを行い、利益相反関係者
と思しき正体不明の学者ら（妖怪たちの使
い）が、被ばく被害（核テロ）に遭遇させられ
た国民の放射能の被害を「にこにこ笑ってい
ろ」と嘯き、被害の滅失を企み、被害者・国
民に損害（詐害）を与えている様を、核テロと
呼ぶことにしている。 
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自分を不幸にするのは 

• 探究と自覚のないこと 

• 証拠の無い風評に惑わされること 

• 聞いたこと・見たことの真贋を確かめないこと 

• 「みんなが」という同調圧力に流されること 

• 原発事故後のウソに流されること 

• 正義を判断せず、むやみに悪魔に従うこと 

• 問題の歴史に学ばないこと 

• 行政・専門家らの「適格さ」の判断がないこと 

• 原発事故で政府のウソに従うこと 

• 自分の価値を見積もれないこと 
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の騙しの主な手口 

• 事故前から在ったものを隠した 
 １．避難訓練の実績と体制 

 ２．原子力災害対策マニュアルに沿って防災訓練をしていた 

 ３．「発電所周辺自治体」が参加（浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉 

   町及び広野町）して、避難・救助訓練をしていた 

 ４．原子力防災専門官からオフサイトセンターへの参集呼びかけ 

 ５．県並びに周辺自治体には地域防災計画が有った 

 ６．災害対策基本法、原子力災害対策特別措置法、炉規法、電業法等 

• 事故前に無かったもので騙している 
 １．官邸の「個の感情」で独裁・独行と原子力安全・保安院らの任務放棄 

 ２．事故情報の制限と的外れな広報 

 ３．違法な組織の内閣府原子力被災者生活支援チームの登場 

 ４．違法な政府と東電の統合対策本部体制構築 

 ５．発電所周辺自治体の合同対策協議会への排除で、騙しを可能にした 

 ６．JCO臨界事故の反省を踏まえず、蛮行を重ねている 

 

 

 

32 



「核テロと妖怪たち」の結論 

• 「核テロ」とは 

  被ばくさせてはいけない装置の原発から、放 
射能を敷地外に放出させて、発電所周辺自治体
住民に「義務のない被ばく」をさせた行為を言う。 

• 「妖怪たち」とは 

  被ばくから守らなければならない義務を放棄し
て、公務員という立場を悪用して、純真・無垢な住
民・国民に被ばくを強制して、被ばく被害は無いと
いう作文を原子力推進機関と一緒になり、国民を
騙している「公務員達と機関」をいう。 
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ふたりの  

B：佐藤雄平 

A：菅直人 
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核テロの主犯 （2012年2月29日福島民報） 
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大勢の国民に重大な影響を及ぼす事故
だったと   （以下NHK特集より） 
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日本沈没みたいなね本当の“最悪のシナ
リオ”がイメージとしてはあったわけです 
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日本国憲法18条に「何人もいかなる奴隷
的拘束も受けない」と 
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「その意に反する苦役に服させられな
い」とそう定めてあるんですね 
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国家が労働者・東電の人たちにそこ
で留まってくれと言った場合に 
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突き詰めていくと こう言う問題と   
抵触する可能性もあるのでは？ 
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米軍の立入り規制ゾーン 
入らなくて それは当たり前なんですよ 
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甲状腺被ばく線量の推定 
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福島市民30万人避難計画を潰した男 
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こんなことを言っている 
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事故前の数値と比べると23.88÷0.05＝477.6倍となる 
これを安全率で考えれば驚愕な数値の被ばくとなる 
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こんな理由はあり得ない 
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原災法 第3条 違反 

 
県の中の 
皆さんとは 
誰だ 
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福島市民への日本国憲法18条違反 
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日本国総理大臣として、        
国会で自責を認めた 
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もう一人のテロリストBの悪行 
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 高知新聞が暴く真相 
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井戸川災害対策本部長の悔恨 

特に、この2人が汚い爆弾で攻撃された 
 

 １．〇〇子事件：避難指示届かず➡防災無線の
空白地帯にいた為、19日まで留まり、川の水で食
事を作り食べていた。取材半年後に死亡。 
 

 ２．職員A事件：本部長へ不知のため➡ベント実
施の情報が届かず、12日午前9時頃から11時くら
いまで町内の被災状況写真撮影中に呼吸・接触
被ばく、及び、午後に1号機の爆発物による高レベ
ル汚染下で被ばくをさせてしまった。生存中。 
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〇〇子取材動画 

血小板減少症で内出血し、輸血をくり返し、医師に病名を         
誤魔化されていた。事故前の彼女は美人だった。 61 



「核テロ」とは 

62 



ダーティボム（Weblioより） 

「いわゆる『核兵器は』核爆弾であり、これは核反
応（核爆発）の威力で対象を殺傷・破壊する兵器
であるが、ダーティボムは爆薬で放射性物質を飛
散させ、周囲を放射能で汚染するといった用いら
れ方をする。」 

「放射性廃棄物などの材料が入手できさえすれば、
高度な技術も豊富な資金もなく、容易に制作でき
るとされる。」 

「なお、原子力発電所がメルトダウンし、爆発を
伴って周囲に放射性物質を撒き散らした状態を、
ダーティボム状態というように形容する場合もあ
る」 
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核テロと呼ぶ理由 
放射性物質を人が造り、人が利用し、それを壊して、
被ばく被害をもたらすこと。 

核テロと呼ぶことにしたことは、人造の核物質で、
人に危害を加える全てを言うこと。 

核テロの歴史は、広島・長崎原爆テロ、ビキニ環礁
原爆テロ、JCO臨界事故・事件、福島第一原発事件
及び劣化ウラン弾等により、子供を含む普通人が
被曝させられている「傷害事件」の全てを言う。 

この事実を隠蔽しようとしている人類を「妖怪」と呼
ぶ。「妖怪たる所以は、被ばく被害をもみ消す行
為」をしている公務員達を総称している。 
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核テロ行為者が泣いている 

65 



事故期間中 
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核テロを地政学的に見ると 
• 大航海時代に行われた植民地政策が成功した理由は、文明と文化の
発達に起因する。楽園の未開地は銃と宗教によって、次から次と略奪
と洗脳され、地域の文化は滅んでいったのである。 

• 本件の核テロを考えれば、東京（先進地）が福島（未開地）を植民地化
していたため、東京は福島の扱いを金という武器で征服していたので、
植民地の福島県民は、復興という使えない金に目を奪われて、被ばく
被害を考えないようにされているのが現状である。 

• 事故直後、佐藤雄平福島県知事は、事故の被災を救済せずに、復興と
叫び、金を求めたことから、福島は未開地であると証明した 

• 福島が未開地だったのは、原子力発電所の誘致に賛成したことから、
福島県自身が未開地であることを証明していた。 

• 原発の大型工事は東京で発注され、受注するのは東京の企業、下請
けとして工事を行うのは地元の零細企業、しかも、発電所の被ばく作業
は全て地元の住民で、東京人は被ばくすること、汗を掻くことなく利益だ
けを搾り取っていた。福島は植民地化されていたのである。       
挙句に、人が住んではいけない所に住まわされている。モルモット化 
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「妖怪たち」とは 
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妖怪たちの組織図 

菅直人が作った法・令のどこにもない違法組織 
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日本史上最大・最悪な妖怪組織 

菅直人は妖怪たちの首謀者である 
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あなたのいる場所ではないでしょ？ 
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こ
れ
で
は
国
民
が
負
け
る
訳
だ 
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妖怪たちの最悪の作文 

推測ではあるが、内閣府原子力被災者生活支援チーム
が作成したチェルノブイリ出張報告書と考えられる 
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こんな基準、事故前には 
聞いたことも見たことも 
なかった。事故後の作文。 
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虚偽 正しい 
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妖怪たちが福島県民に強制してい
る20㍉シーベルトと相反している 
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ICRP委員が20㍉シーベルト否定 
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ここで「妖怪たち」と「公」の行使の区別 

「公」とは：政府・官庁・国家、個人の立場を離れて
全体に関わること。 

「公共」とは：社会一般、おおやけ。また、社会的あ
るいは国や公共団体がそれに関わること。 

「公人」とは：公職にある人、公務員、議員など。ま
た、社会的な立場にある場合の個人。 

「公務」とは：おおやけのつとめ、国または公共団
体の事務、公務員の職務。 

「公務員」とは：国または地方公共団体の公務を担
当する者、役人・官吏・官員・吏員・公僕・武官・文
官・事務官。 
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公務員の規範 

• 国家公務員制度改革基本法：国家公務員制
度改革の基本理念・方針を定めた法律。 

• 公務員職権濫用罪：公務員が職権を濫用し
て、人に義務のないことを行わせたり、権利
の行使を妨害したりする罪。刑法１９３条が禁
じ、2年以下の懲役または禁錮に処せられる。 

• 公務執行妨害罪：公務員の職務の執行を暴
行や脅迫で妨害する罪。刑法第95条第1項が
禁じ、3年以下の懲役もしくは禁固または50万
円以下の罰金に処せられる。 
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公務員の違法を可能にしていることは 

〇上司の命に従え 

  上司の指示に従えという規律 

〇守秘義務 

  職場で知り得たことは外部に漏らすなという規律 

不幸な事件・事例 

  ＊尖閣諸島漁船衝突事件の動画を公開して処 

    分された海上保安官事件。  

  ＊森友学園問題で自殺した財務省職員事件。 

  ＊発電所周辺住民より早く、第一原発事故現 

   場から逃亡した原子力安全・保安院の事件。 
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偽装の正体 

• ウソ：事実でないこと。また、人をだますために言
う。事実と違う言葉。正しくないこと。誤り。適切
でないこと。望ましくないこと。 

• 偽り：いつわること。事実でないこと。うそ。 

• 背ける：後ろやわきの方へ向かせる。視線や顔
をそらす。心を離す。離反する 

• そそのかす：その気になるように仕向ける。特に、
おだてて悪い方へ誘い入れる。 

• はぐらかし：相手の追及を逃れようとして話の焦
点をぼかしたり、ずらしたりして言いまぎらす。 

• 騙す：うそを言って本当でないことを本当である
と思いこませる。あざむく。たぶらかす。 
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放射線障害防止法等の法令違反事件 
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世論を騙すための「作文」の安全対策 
その１ 

原子力安全委員会では 
改定１３版  

〇発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針 

Ⅵ.原子炉冷却系 

指針２７．電源喪失に対する設計上の考慮 （SBO対策） 

 長期間にわたる全交流動力電源喪失は、送電線の復旧又は非常
用交流電源設備の修復が期待できるので考慮する必要はない。 

 非常用交流電源設備の信頼度が、系統構成又は運用（常に稼働
状態にしておくことなど）により、十分高い場合においては、設計上
全交流動力電源喪失を想定しなくてもよい。 

しかし、全交流動力電源喪失が起きたではないか 
86 



その2 B.5.b対策を反故にした報い 
原子力安全・保安院では 

87 



根井とは、本院の検査課長の時知り合った。その後東北経産局局長に昇進し、
本庁の審議官に出世した。双葉の地酒の白冨士はたくさん飲んでいる。しかし、
上記のようなことは一切しゃべらなかったので、津波対策の必要性を知らされる

ことは全くなかった。 
事故後、経産省別館3階の廊下の遠くで顔を合わせたが、彼は一目散に部屋に
入っていったきり会うことはなかった。彼には逃げる理由があったようだ。 

88 



プルサーマル承認会議の資料 
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原発は安全でなければならない 

これはウソだった、テロの責任取れ 
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ウソでした 

ウソでした 
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秘密会議では津波対策は不可避 
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その３ そして逃げた 

3・11日の夜、 社員と家族たち

は、双葉町の社宅から何も言わ
ずに、静かに逃げていた。 

東電は社員たちは大事で、町民
たちはどうでもよかった！ 

まるで関東軍のような会社だ！ 
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• ベント 

96 

２３年３月１２日午後２時４０分 



平成23年3月11日17時核テロ被害発生 

• 環境放射線グラフ挿入 

双葉町上羽鳥地区モニタリングポストデータ 14時40分40秒 

1号機のベントによる４，６１３μSv/ｈ 
97 

平成２３年３月１２日 



12日15時36分の1号機 

• 1号機爆発 

政府と東電の「止める、冷やす、閉じ込める」のウソがばれた瞬間 
98 



上空から「汚い爆弾」が原告らを襲う 
《当時のイメージ写真（ぼたん雪の映像）》 
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平成23年3月12日ダーティーボムの攻撃開始 
 

30μ振り切れ 

「双葉地区住民は 
ハイリスク群」の 
強制被ばく被害が 
証明された。 

30μ以上÷0.05μ＝ 
６００倍以上の汚染 
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その2 
防災基本計画（抄） （中央防災会議 訂正平成20年2月18日） 

第10篇 原子力災害対策編 
 第1章 災害予防 

 第2章 災害応急対策 

 第1節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保 

 第2節 活動体制の確立：原子力災害現地対策本部の設置・原子力災害合同 

     対策協議会を開催 

 第3節 屋内退避、避難収容等の防護活動 

 第4節 犯罪の予防等社会秩序の維持 

 第5節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 

 第6節 救助・救急、医療及び消火活動 

 第7節 関係者等への的確な情報伝達活動 

このような決まりは、菅直人政権が壊してしまい、行方不明にして
しまった。 
この為、双葉町災害対策本部は何も機関決定をしていない。 102 



その3 
原子力災害対策特別措置法 （平成十一年十二月十七日法律第百五十六号） 

第一条 この法律は、原子力災害の特殊性にかんがみ、原子力災害の予防に関する原子
力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等並び
に緊急事態応急対策の実施その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定め
ることにより、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（略）、災害対策
基本法（略）その他原子力災害の防止に関する法律と相まって、原子力災害に対する対策
の強化を図り、もって原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護することを目的と
する。 

第二条 一 原子力災害 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被
害をいう。 

（原子力事業者の責務）第三条 原子力事業者は、この法律又は関係法律の規定に基づ
き、原子力災害の発生の防止に関し万全の措置を講ずるとともに 、原子力災害（原子力
災害が発生する蓋然性を含む）の拡大の防止及び原子力災害の復旧に関し、誠意をもっ
て必要な措置を講ずる責務を有する。 

（国の責務）第四条 ～災害対策基本法第三条第一項の責務を遂行しなければならない。 

（地方公共団体の責務）第五条 地方公共団体は、この法律又は関係法律の規定に基づ
き、原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策の実施のために
必要な措置を講ずること等により、原子力災害についての災害対策基本法第四条第一項
及び第五条第一項の責務を遂行しなければならない。 

本件を核テロと呼ぶのは、この法律が遵守されていないため。 
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その４ 核テロは処罰される 
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰
に関する法律 （平成十九年五月十一日法律第三十八号） 

（目的）第一条：この法律は、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起
こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせる行
為等を処罰することにより、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約
その他これらの行為の処罰に関する国際約束の的確な実施を確保するとともに、
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（略）及び放射性同
位元素等による放射線障害の防止に関する法律（略）と相まって、放射性物質
等による人の生命、身体及び財産の被害の防止並びに公共の安全の確保を図
る目的とする。 

（罰則）第三条：放射性物質をみだりに取り扱うこと若しくは原子核分裂等装
置をみだりに操作することにより、又はその他不当な方法で、核燃料物質の原
子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体
又は財産に危険を生じさせた者は、無期又は二年以上の懲役に処する。 

２ 前項の罪の未遂は、罰する。 

３ 第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、五年以下の懲役に処する。
ただし、同項の罪の実行前に自首した者は、その刑を軽減し、又は免除する。 

原発から放射線と核分裂生成物質を出すと処罰される 
104 



任務懈怠を追求しなければならない者たち 

事故防止の 
責任所在課 
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その6 文部科学省の役割 
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官邸危機管理センターで、総理大臣と関係閣僚たち
が「原子力緊急事態宣言」を発出中の画面を写して

いる。 

本件ではこのような場面は、核テロたちによって存在
していない。 108 



オフサイトセンター内にあるテレビ会議システム 
大画面には、官邸、県庁、玄海町、オフサイトセンターが映っている。 

本件の核テロでは、このテレビ会議システムは存在していない。 
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平成20年度は大熊町会場で原子力総合防災訓練を実施している。 110 



東電は「貞観地震・津波」を知ってたが対
策が必要でない方に誘導していた資料 
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その8 
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   その9 
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本件では連絡はなかった 
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被ばくのおそれのある者を含む 
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汚い爆弾に汚染される前の平穏な双葉町 
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先例・歴史に学ぶとJCO臨界事故に繋がる 

120 



JCO臨界事故では刑事罰が科された 
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問題の法案が可決された。「この法案は平成22年度に、自民党か

ら提出されたが、民主党は審議せず廃案にしていた。」しかし、「東
日本大震災後に自民党から指摘されて、俄かに審議し、成案とし
た。」法律であることを国民が知らなければならない。 
時代は、菅政権の時だった。「確認できないことは言えない」政党。 
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伊藤危機管理監は総理官邸で 
危機管理センターを組織する立場 

「何も準備されてい
なかった」とはよく言

えるな。 
白々しい「ウソ」つき 
職責を放棄したではな

いか！ 
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本件事故の裏舞台は 
公開されていません 

官邸の小部屋で限られた者たちだけで 
事故対応をしたので公開されません。 
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保安院次長が規制に失敗したことを
認めている 
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２０１１．８．２７朝日新聞記事 
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１２．９．２２民報記事 

この記事は捏造され
ていた。 
 

後年NHKが報道したとき、 

上羽鳥地区のモニタリン
グポストで計測していた
数値は、４，６１３μSv/ｈで

あることが分かったので、
県庁の担当部局に聞いた
ところ、４，６１３μSv/ｈを1

時間値に平均化して、１，
５９０μSv/ｈとしたと語った。 
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官邸はウソのデパートだった 
井戸川にはウソしか言
わなかった。 
 

１．初期被ばくの検査要求
に対し、応えることはなかっ
た。 

２．ホールボディ・カウンター
を日本中から集めて、すぐ
やるように言っても、話しを
はぐらかすだけだった。 
３．7月ころ、突然電話が来

て、町長だけ、内密に東海
村に行って測ってくださいと
言ったので、「俺は自分のこ
とを言っていたのではない、
町民を測るように言ってきた
ので、俺はいかない」と断っ
た。 
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政府事故調（中間）報告 56頁 

違法組織の存在 

違法組織の 
違法行為 

菅直人が民
間企業に日
本政府を天
下りさせた違
法行為 

これが正しい事
故対応体制 

実際は行われて
いない 
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オフサイトセンター内の惨状 
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これが正しい避難訓練の姿だ 
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平成20年度 防災訓練の動画 大熊町会場で初めて行われた「綜合防災訓練」の映像 
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平成22年度原子力防災訓練時の姿 
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福島原発からは放射性物質の放出は永久に止まらない。 
このため、内閣府の「妖怪たち」は20㍉シーベルトという幽霊基準 

を持ち出して、早く事故を終わらせようと企んでいる。 144 



本件事故当初から、緊急時環境放射線モニ
タリングの正確なデータは公表されていない。
公表できない理由は、広島の168倍の汚染

量で、人が住めない程汚染されているが、
福島県は県民の避難をウソで妨害している

ことが県民に知られてしまうから。 
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実施していない。 

理由は、避難が必要なほど汚染していないこと
を偽装したので、福島県県民健康（管理）調査
で、被ばくによる健康被害は無いとウソをつくた

めに実施していない。 
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針が振り切れた 

1000÷0.05＝事故前の２０，０００倍以上の汚い爆弾に汚染された 
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最後に日本政府の善良な公務員に告げる 

 
• 原発はもう止めなさい。 

• あなた達が原発政策を失敗したから、汚い爆弾で発
電所周辺自治体の社会秩序を壊した。 

• その反省もせずに、しらを切り、更に、この汚い爆弾
の犠牲者を増やし続けていることは、傷害事件とい
うことが形容できる。 

• 「ウソ」で善良な国民に責任転嫁したことは、内心の
自由を奪い、義務のない辛苦を与え続けていること
が、うれしいと思うのか聞きたい。 

• 立地地域の公共の秩序を、あなた方の「ウソ」で壊
したことを自覚しなさい。 

• 国民が公務員の職権濫用と優越的地位の濫用で苦
しんでいることは罪ですよ。 154 



これで概要版の説明を終わります。 

 

ご清聴ありがとうございました。 
 

なお、本文中の文責は、 

作文が不得手な井戸川克隆にあることを、 

申し添えます。 
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